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1.環 境 経 営 方 針

経営理念

有限会社　遠藤産業は、事業の活動を通じて、省エネルギーの推進による二酸化炭素排出量削減等

により、自然環境と調和した循環型社会の実現に向け、環境経営の継続的改善を図っていきます。

環境方針

1.当社は、事業実態を踏まえ重点的に環境への負荷削減に取り組みます。

　（1）二酸化炭素排出量削減のため、省電力、収集・運搬車両の燃料削減に努めます。

　（2）廃棄物排出量の削減に努め、廃棄物回収業務を積極的に推進して、資源の有効利用に貢献します。

　（3）水使用量の削減に努めます。

　（4）グリーン購入の推進に努めます。

2.地域社会における環境保全活動を積極的に実施し、地域の環境保全及びSDGｓの達成に貢献します。

3.環境関連法令並びに同意したその他の要求事項を遵守します。

作成日：2008年9月20日

改定日：2020年7月2日

有限会社　遠藤産業

代表取締役　遠藤平八郎
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2.組織の概要

1　）事業所名 有限会社　遠藤産業

　   代表者氏名 代表取締役　遠藤　平八郎

2　）所在地

3　）環境管理責任者 取締役　遠藤　幸之助

　   担当者氏名 取締役　遠藤　幸之助

　   連絡先

Ｅメールアドレス　　endou-sangyo@bg7.so-net.ne.jp

4　）事業の内容 産業廃棄物の収集・運搬及び廃品回収リサイクル

5　）事業の規模 ・　法人設立年月日

･　資本金 300万円

・　売上高

売上高（百万円）

収集運搬量（ｔ）

・　従業員数 4人

497.9㎡

･　事業年度 10月～翌年9月

・　組織図

代表取締役

P.2

遠藤　平八郎

EA21委員会

遠藤　平八郎

遠藤　幸之助

ＥＡ21事務局

遠藤　利枝

環境管理責任者

遠藤　幸之助

収集部門 経理部門

項目

1,704.8 1,680.8 1,512.5

・　事業所の延べ床面積

2020年度 2021年度 2022年度

59.9 62.3 69.3

本社 　 ：〒811-1223　福岡県那珂川市大字上梶原 927-1

事業場 ：〒811-1223　福岡県那珂川市大字上梶原 1008-83

ＴＥＬ /　092-953-1877 ＦＡＸ /　092-953-1877

昭和57年3月26日



6　）許可の内容

木 廃 廃 紙 繊 動 ゴ 金 ガ が ば

く プ 油 く 維 植 ム 属 ラ れ い

都道府県及 積 替 ず ラ ず く 物 く く ス き じ

び政令都市 保 管 ス ず 性 ず ず く 類 ん

チ 残 ず

ッ さ 類

ク

類

有 無

事業計画の概要　：　許可を受けた産業廃棄物（10種類）について事業者から運搬の委託を

　　　　　　　　　　　　　受けた場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく契約を

　　　　　　　　　　　　　締結し、排出業者からマニフェストの交付を受け、指定された許可処分

　　　　　　　　　　　　　業者の事業場に運搬する。

7　）施設等の状況（運搬車両の種類と台数）

4ｔパッカー車 1台

2ｔ平ボデー 2台

2ｔユニック 1台

1ｔ平ボデー 1台

リフト 1台

8　）処理実績

産業廃棄物 処理量(t) 処理量(t)

木くず

がれき類

金属くず 非鉄金属類

スチール缶

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 アルミ缶

産業廃棄物の収集運搬量 ：

再生資源量 ：

3.認証・登録の対象範囲（全組織・全活動）
事業活動 産業廃棄物の収集･運搬及び廃品回収リサイクル

対象事業所 本社

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
・陶磁器くず

雑品
（ﾚｼﾞｽﾀｰ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等）

合計 1,197.9

44.2

971.4 6.7

77 合計 314.6

古布 21.8

49.0 12.8

P.3

1,197.9ｔ

314.6ｔ

合計 1,512.5t

0.8

● ● ●
令和7年9月11日

再生資源

56.3 紙類 272.6

● ● ● ● ● ●

0.0

産業廃棄物収集運搬業 許可項目

許可の年月日及び 許可番号

有効年月日

福岡県 ●
平成27年9月12日

第04000032974号 ●



4．環境経営目標とその実績

当年（2022年度）の目標と実績及び中長期の目標は、以下の通りである。

基準値 単年度目標

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

実績
目標

（0.01％）
目標

（0.02％）
目標

（0.03％）
目標

（0.04％）
2022年度 2022年度 2022年度

kg-CO2/ｔ 21.15 21.13 以下 21.11以下 21.09 以下 21.07以下 23.97 88%

kg-CO2

（総量）
35,540

35,504.88
 以下

35,469.34
以下

35,433.80
以下

35,398.26
 以下

（36,256.7）

電気使用量の削減 ｋWh 1,243 1,242以下 1,241以下 1,240以下 1,239 以下 1,301 95% △

L/ｔ 5.93 5.92 以下 5.92以下 5.91以下 5.90以下 6.62 89%

（総量 L） 9,960 9,950 9,940 9,930 9,920 (10,019.8)

L/ｔ 2.41 2.741以下 2.41 以下 2.40 以下 2.40 以下 2.83 85%

（総量 L） 4,043 4,039 4,035 4,031 4,027 (4,277.64)

2

廃棄物
排出量
の削減

紙使用量の削減 枚 1,335 1,34以下 1,332以下 1,331以下 1,330以下 1,253 100% 〇

3 水使用量の削減 ㎥ 99.1 99.0以下 98.9以下 98.8以下 98.7以下 97.9 100% 〇

4 グリーン購入の推進 品数 1 １品以上 １品以上 １品以上 １品以上 1 〇

5 回/年 2 2回以上 2回以上 2回以上 2回以上 2 〇

6 収集運搬量 ｔ 1,680.8 1,512.5 ―

備考　

1.目標は前年度実績をベースとして削減率0.5％以下、又は向上0.5％以上（中長期目標は1％以上）。

2二酸化炭素排出量の削減は、原単位（収集運搬量（ﾄﾝ）当たりの負荷量）で示します。

3.二酸化炭素排出量を把握する際に用いた購入電力の排出係数は2019年度（九電の調整後排出係数）

　　（0.370ｋｇ-CO2/ｋWｈ）を用いました。

5.達成評価は100％以上は○、90％以上～100％未満は△、90％以下は×判定とする。

6.2023年度より一般廃棄物の削減目標は紙使用量から一般廃棄物の量に変更する。

　又、課題とチャンスを踏まえた目標を新たに設定する。

1

P.4

4.達成状況は、原単位目標と比較して評価しました。

地域貢献活動の推進

×

×

軽油使用量の削減

ガソリン使用量
の削減

二酸化炭素排出量

実績

×

二酸化
炭素排
出量削
減

達成率
（％）

中長期目標

環境目標 単位

達成状況



実施
状況

評価

① ｴｱｺﾝ設定温度を夏場27℃、冬場21℃に　決め、実
行する

○

②
照明器具をLEDに交換 ○

③ こまめに電気、ｺﾋﾟｰ機の電源を消す ○

① 不要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞをしない △

② ﾀｲﾔの空気圧をこまめにﾁｪｯｸする △

③ 急発進・急加速をしない ○

④ ｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾚｰｷを積極的に使う ○

① ｺﾋﾟｰﾐｽを減らす 〇

② ｺﾋﾟｰﾐｽ用紙の裏をﾒﾓ用紙として使用する 〇

① ﾄｲﾚのﾀﾝｸにﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを入れる ○

② 井戸水のﾒｰﾀｰを付け水の使用量を把握する 〇

① 事務等品はできるだけグリーン製品を購入する ○ グリーン製品を購入、使用できた。

① 地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに積極的に参加する ○ 次年度も積極的に参加する。

実施状況の判定　：　〇：よくできた、　△：あまりできなかった、　×：全くできなかった

P.5

　水使用量の削減

次年度も①、②を継続し、目標達成できるよう
に努力する。

グリーン購入の推進

　地域貢献活動の推進

環境経営目標の次年度はP.4の環境経営目標に記載している。尚、P.4の目標には課題とチャンスに係る内容が
記載されていないので、2023年以降の環境経営目標にその内容を追加する。

必要部数の印刷を徹底しｺﾋﾟｰﾐｽをなくすよう
心掛け、使用量を削減できた。

5．環境経営目標、環境経営計画及び

　　　　　　　　　　その取組結果とその評価並びに次年度の取組内容

取組計画及び次年度の取組内容

電気使用量の削減

節電に努めた為、電気使用量の削減は達成
できた。次年度も①、②、③を継続する。

　軽油・ガソリン使用量の削減

軽油は目標達成できたが、ガソリンは営業時
に使用した為、達成できなかった。目標を達成
できるよう努力する。

　紙の使用量削減



6.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並びに違反、訴訟等の有無

当社の事業活動において法的義務を受ける主な環境関連法規は次の通りである。

適用される法規等 適用される事項

廃棄物の処理及び 産業廃棄物の収集運搬に

清掃に関する法律 係る法律

2022年10月9日に上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。
また、関連機関からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

1.取組状況の評価

環境負荷軽減活動に積極的に取組んできた。この間の特筆すべき事項は下記の通りである。

　（1）　エコアクション21委員会の定期開催（１回/4ヶ月）による従業員の意識向上、及び環境関連事項の周知徹底。

　（2）　二酸化炭素削減のため、電力使用量削減、収集・運搬車両のエコドライブの徹底。

　（3）　事業所の水使用量の削減。

　（4）　廃棄物回収業務を積極的に推進して資源の有効利用に貢献。

　（5）　地域社会における環境保全活動を積極的に実施し、地域の環境保全に貢献。

2.今後の課題

　（1）　ガソリン使用量、水使用量の更なる削減。

         エアコンをつけたままでの荷降ろし待機時間が長く、燃料代が増加していた。

　　　　　CO2の削減がうまくいっていなかったので、その原因を考え、検討していく。

　（2）　環境経営方針から実施体制の確立を終え、年度計画を立案して環境保全活動への地盤つくりはできた。

　　　　次年度の環境経営目標は前年度の継続に加えて課題とチャンスを踏まえた内容の見直しを行う。

　（3）　環境経営計画の手段については、従業員からアイデアを募集するシステムを検討する。

　（4）　従業員全体に環境保全活動の重要性が浸透してきた。更に一人ひとりの力を出せるような仕組みづくりを

　　　　構築していく。

　（5）　営業中の走行時は交通状況の確認、最短ルートを検索しエコドライブを心掛ける。

　（6）　必要部数のみコピーし、コピーミスした紙は裏面をメモ用紙として使用する。

 以上

P.6

7.代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果　　　　　


